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〈期待される効果イメージ〉 

地区特性（エネルギー需要特性、事業規模、新設・更新、未利用エネルギーの賦存の有無

など）に合わせて、これらの対策を適切に組み合わせて導入することで、理論的には現状に比

べてシステムの総合エネルギー効率を大幅に高めることが可能である。 

試算によると、吸収・ボイラ方式の場合で総合エネルギー効率を現状0.78から1.4程度まで

（試算例１参照）、電動主体方式の場合で現状 1.3 から 1.76 程度まで高めることも可能（試算例

２参照）という試算例もある。 

これら対策の適切な導入のためには、既設の事業地区においてはまず、当該事業地区で

のエネルギー消費の実態を詳細に把握し、効率改善や熱損失削減のポイントを明確に知るこ

とが重要となる。新規事業地区においてもシステム計画の段階で、予測されるエネルギー消費

フローを詳細に予測分析することで、更なる高効率化に向けた対策が期待される。 

 

■．試算例１：吸収・ボイラ方式によるモデル地区の場合 

 

〈効果試算結果〉 

 

〈機器構成〉 〈対策メニュー〉 

対策Ａ：CGS 運転方法の変更 

  A① CGS 排熱の最大利用 

  Ａ② CGS 運転の最適化 

対策Ｂ：最新式の冷凍機の導入 

    （定格 COP 1.2 から 1.3、 

     低負荷時 COP 1.0 から 1.2) 

対策Ｃ：導管損失量を現状より厳しくした場合 

対策Ｄ：高効率の CGS を導入 

  Ｄ① 燃料電池 CGS導入：発電効率 40％、

      排熱回収効率 30％） 

  Ｄ② 高効率ガスエンジン CGS 導入：発電

      効率 41.2％、蒸気回収効率 33.6％）

補足対策：導管に真空断熱を採用した場合 
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■．試算例２：電動主体方式によるモデル地区の場合（下水処理水利用） 

 

〈効果試算結果〉 

 

 

 

 

 

 

〈機器構成〉 〈対策メニュー〉 

対策Ａ：高効率冷凍機を導入した場合 

     （最新式ターボ冷凍機；COP=7～8） 

対策Ｂ：電気ボイラをガスボイラに変更した場合 

対策Ｃ：導管損失量を現状より厳しくした場合 

補足対策：導管に真空断熱を採用した場合 
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（５）次世代システム（事業）の具体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① デマンドサイドも含めたエリア・エネルギーマネジメントとしての方向性 

エネルギーの面的利用が有する高度なエネルギー管理や事業運営に関する技術や人材、

ノウハウ等を、熱のサプライサイドはもちろん、需要家側（デマンドサイド）にも総合的に展開

することで、省エネルギー性能に優れ、ユーザーニーズにもきめ細やかに答えうる新しいエ

ネルギーマネジメントシステム（事業）の構築が期待される。現在次のような関連するシステ

ム（事業）が実施されている。 

a. ＥＳＰ方式によるエリア・エネルギー・マネジメント・システム（事業） 

b. ＩＴ活用による地域エネルギー・マネジメント・システム（事業） 

ＥＳＰ方式による事業実施例では、10～40％の省エネルギー効果、15～45％の CO2 削減

効果の実績もみられる。また、地域エネルギー・マネジメント・システム（事業）の実施事例で

は、個別熱源のエネルギーモニタリングだけで 10％程度の省エネルギー効果の実績もみら

れる。 

これら実績なども踏まえると、次世代のエネルギーの面的利用システム（事業）においては、

エネルギーの面的利用事業者が、各建物側（デマンドサイド）の空調設備等の運転管理まで

を一体的に行いながら、エリア内のサプライサイドからデマンドサイドまでのエネルギー・マネ

ジメントを一括して行っていくことが期待される。 

また、地域導管による熱供給をベースとしつつ、やや遠方の需要家や供給区域内の未加

入建物などに対して、IT 技術を使ったエネルギーモニタリング・運用改善も行うことで、エリア

内のエネルギー利用効率をさらに高めていく事業も期待される。 

 

② 需要家ニーズに対応したトータルエネルギーシステムとしての方向性 

コンパクトシティなどの複合的なまちづくりが進む中で、エネルギー供給システムについて

も需要家の多様なエネルギーニーズに対応した高効率なエネルギーシステムの構築が必要

である。導入エリアの地区特性に合わせて、未利用エネルギー（冷房排熱、下水熱など）や

再生可能エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用など）の利用を含めた最適なエネルギー源

の組み合わせによる高効率なトータルエネルギー供給システム（電力・熱の供給）の構築が

期待される。また、燃料電池や高効率コージェネレーションシステムなどの分散型エネルギ

ーシステムの有効活用も期待される。その際にはもちろん、電力や都市ガスといった既設の

広域エネルギーネットワークと連携・補完しすることで、より一層安定的かつ防災性に優れた

エネルギー供給を実現する。 

このような、「地域地区レベルでのハイブリッドエネルギーシステム（事業）」としての方向性

が期待される。 

燃料電池（SOFC）などを利用した高効率コージェネレーションシステム、高効率熱源機器

（高効率ターボ冷凍機、三重効用吸収冷凍機）、高効率蓄電（NAS 電池）を利用したマイクロ

地域熱供給を始めとしたエネルギーの面的利用システムは、都市のエネルギー供給シス

テムとして、個別方式に比べて環境性を主体とした一層大きな社会的効用をもたらす事業と

して普及拡大を図り、環境政策、エネルギー政策、都市政策へのさらなる貢献を目指す必要

がある。 

具体的には、エネルギー面的利用システム（事業）が有する特徴を活かすことで、次のよ

うな新しい展開の方向性が考えられる。 
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グロッドシステム、マイクログリッドを活用した太陽光発電などの再生可能エネルギー利用、

などのを総合的に組み込んだ試算例では、一般的な個別熱源システムに比べて、約 36％の

省エネルギー、そして約 51％の CO2 削減効果が期待できるという試算結果もあり、いずれに

しても導入効果は大きいと予想される。 

 

③ 未利用エネルギー・再生可能エネルギーの面的活用システムとしての方向性 

次世代システムを考える際に、エネルギーの面的利用システムをツールとして、極力、未

利用エネルギーや再生可能エネルギーを面的に有効利用していくことが重要である。 

a. 下水処理水のエネルギー面的利用 

下水熱の有効利用は、利用可能量が非常に多いことや、比較的都心域の需要に近い

ところにあることなどから、今後更なる有効活用が期待される未利用エネルギーである。

下水熱の中でも下水処理水は生下水などに比べて水質がよく、エネルギー利用のための

技術的課題がなく、比較的ローコストで管理がしやすいことから、特に有効活用が期待さ

れる。下水処理場や下水処理水の放流ルートに近接する地域熱供給プラントでの熱利用

はもちろん、下水処理水のネットワーク既成市街地にも拡大することで、地域熱供給プラ

ントからの熱供給が困難な既成市街地の個別建物に対しても下水処理水の熱利用ネット

ワークが拡大することも期待される。また、地域熱供給プラントが、これら個別建物での下

水熱利用も含めて下水処理水のエネルギー面的利用ネットワーク全体の最適運転管理

を行うことも考えられる。 

なお、都市河川や運河の再生に合わせた河川水・運河水の温度差エネルギー利用、

工業用水、地下水の温度差エネルギー利用も同様に期待される。 

 

〈下水処理水のエネルギー面的利用ネットワークのイメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 冷房排熱の回収利用 

業務ビルや電算センター、地下鉄・地下街などから排出される冷房排熱を回収利用す

ることが期待される。今後、コンパクトかつ複合用途型の再開発が進むと考えられ、年間

を通じた冷房需要が考えられる。エリア内から発生するこれら冷房排熱を高効率の蓄熱・

ヒートポンプシステムを使って熱回収利用していくことが期待される。 

 

 下水処理場 

放 流 

高 効 率

〈個別建物〉 〈個別建物〉

高 効 率

高効率

蓄熱槽高効率冷凍

高効率 HP

〈需要家〉 〈需要家〉 〈需要家〉

冷熱 温熱

下水処理水 

〈地域熱供給プラント〉

高 効 率

〈個別建物〉

冷 却 等
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c.ごみ焼却排熱・下水汚泥焼却排熱・工場排熱など都市排熱の利用 

ごみ焼却排熱などの未利用エネルギーを、さらに有効活用していくことが期待される。

特に、清掃工場におけるごみ焼却発電後や、下水汚泥焼却発電後の低温排熱は、温度

が低く不安定ながらも利用可能量は多く、地域で有効利用できれば暖房用熱源水や給湯

用給水予熱として有効活用が期待できる。これら未利用の低温排熱の利用システムとし

て、住宅などの給湯用給水の予熱に利用するローコスト型の住宅給湯システムがある。 

この他、これら都市排熱の利用方策の一つとしてオフライン供給がある。排熱源と需要

家の距離的ミスマッチを軽減する方策として有効であるが、その一方で、コンテナによる１

回の排熱輸送量が限られることや、遠距離の場合輸送に伴うエネルギー消費が増大する

点などを考慮すると、従来の地域導管による排熱供給が困難でしかも遠方でない需要で

の活用が有効と考えられる。このような条件に合うエネルギーの面的供給プラントがある

場合は、熱源の一部としての有効活用が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 省エネルギー・資源循環型インフラ（システム）としての方向性 

エネルギーの面的活用システムを核として地域・地区内の資源循環型インフラ（水の循環

利用、ごみ資源の有効利用(バイオマスエネルギー利用など）、建物・敷地内緑化管理）など

のさまざまな環境管理を包含する省エネルギー・資源循環型インフラの構築が期待される。 

東京都をはじめいくつかの自治体では、一定規模以上の建築物や開発事業を計画してい

る事業者に対して、要綱等に基づき、雑用水利用・雨水利用・雨水浸透などの対策を指導し

ている。これら指導に基づき、一定規模以上の建築物や開発事業では、個別循環または地

区循環方式での雑用水利用設備（中水道設備）を導入する場合も多く、これら雑用水を熱利

用したり、雑用水利用設備の運転管理を一体的に行うことで、都市開発等における省エネル

ギー・資源循環型インフラの整備に貢献する。 

また、循環型社会の推進に対応するために、建物側でのごみの分別回収や資源化（資源

ごみを回収ルートにのせる）が進んでいる。都市内には、焼却に適さない生ごみやミックスペ

ーパーなどの業務系一般廃棄物が多量に排出されており、今後、バイオマス利用が期待さ

れている。エネルギー源としては量が少なく不安定なバイオマスエネルギーを、地域熱供給

プラントなどで都市ガス等の燃料と合わせて利用することで、再生可能エネルギーの有効利

用、そして CO2 排出削減に貢献することができる。 

〈未利用エネルギーのシンプル利用システム（成り行き供給方式）の一例〉 

  

 

〈清掃工場〉 〈排熱供給プラント〉

〈集合住宅〉 

減温用冷却等 

減温減湿塔 

減湿水槽 

熱交換器 熱交換器 

 
〈各戸内〉 

高効率

給湯器 

給水

予 熱

排熱

給湯
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４．地域における取り組みの推進に向けて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域における関係者（自治体庁内関係者、開発事業者、エネルギー事業者、未利用エネ

ルギー管理者など）の横断的な取り組みを誘導するためにも、地域行政における位置づ

けの明確化が重要。 

・ 地域の環境行政や都市行政などにおける明確な政策的位置づけが必要。 

・ また、エネルギーの面的利用や未利用エネルギーの面的活用は、省エネルギーや

CO2 削減、都市防災性の向上など多くの効果が期待できることから、環境行政はもち

ろん都市行政や建築行政など多くの地域計画において明確に位置づけていくことが必

要。特に今日は、地域においても地球温暖化への取り組み強化が求められており、環

境関連条例や、地球温暖化防止に関する地域推進計画などにおける明確な位置づけ

が特に期待。 

② 開発事業者等に対して都市開発などに合せて計画的に導入検討を誘導する制度が必

要。 

・ エネルギーの面的利用などの事業化のためには、まず、都市開発などに合わせて導

入の機会を逸しないことが重要。そのためには、導入推進に関する関係者（自治体庁

内関係者、開発事業者、エネルギー事業者、未利用エネルギー管理者など）の共通

認識と、なるべく早い時期からの都市開発情報など共有化が必要。 

・ また、開発事業者等に対して、導入検討を誘導するための制度的な仕組み（例えば、

関係条例や要綱などによる指導など）も有効。 

③ 庁内関係者における横断的な連絡調整並びに推進協力体制の確立。 

・ エネルギーの面的利用や未利用エネルギーの面的活用事業の具体化のためには、

都市計画、環境、道路、建築、そして各未利用エネルギーの管理者といった多くの関

係部局との調整・協力が必要。計画的に事業を推進していくためには、まず、庁内関

係者間での横断的な連絡調整の体制（ネットワーク）づくりが必要。 

④ 事業者や市民との連携並びに推進協力体制の確立。 

・ 地域において、エネルギーの面的利用などの事業を実施する際に重要な役割を担う

地元のエネルギー事業者や市民（NPO)と自治体関係者との密接な協力体制も重要。 

⑤ エネルギーの面的利用の推進などに関する地域関係者の十分な理解と関心を得ること

が重要。 

・ そのためには、国や関係団体等は、地域の関係者に対して、エネルギーの面的利用

や未利用エネルギーの面的活用の導入意義や必要性、事業実態、関連支援制度な

地域熱供給を始めとしたエネルギーの面的利用ならびに未利用エネルギーの面的活用

を推進していくためには、今後さらに地域における取り組みが重要となってくる。地域での取

り組みをより積極的に進めていくためには、地域における関係者（自治体庁内関係者、開発

事業者、エネルギー事業者、未利用エネルギー管理者など）の横断的な取り組みを強化し

たり、開発事業者等に対して都市開発などに合わせて計画的に導入検討を誘導する制度の

構築が必要である。また、庁内関係者における横断的な連絡調整並びに推進協力体制の

確立や、事業者や市民との連携並びに推進協力体制の確立も重要となる。 

また、エネルギーの面的利用の推進などに関する地域関係者の十分な理解と関心を得る

ために、地域における関連情報に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成やこれら情報の共有化を進めること

も重要である。その他、市民や開発事業者等に対して、まちづくりや市民生活（ﾀｳﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ）の視点から見た様々な付加価値を積極的に評価し、広報・ＰＲしていくことも重要である。 
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どに関する情報を分かりやすく提供していくことが必要。 

・ また、各自治体においても、関係する地域情報（エネルギーの面的利用の導入適地、

未利用エネルギーの賦存状況など）を総合的に把握・整備し、その情報を地域の関係

者に広く公表し、地域情報の共有化を図ることが重要。 

・ 地域の関係者の間における関連地域情報の共有化により、地域における導入推進に

関する共通認識を計画的に醸成していくことが重要である。 

⑥ まちづくりや市民生活（タウンマネジメント）の視点から見た付加価値の評価と広報。 

・ エネルギーの面的利用システム（事業）は、省エネルギーや CO2 削減に寄与すること

はもちろんのこと、都市防災・減災効果、都市景観の向上、エネルギー管理に係わる

建築側の労力削減など、まちづくりや都市生活に対してさまざまな付加価値が期待。

今後は、地域の生活や環境に身近な観点からの効果についても積極的に評価・広報

していくことが、推進のための社会的環境づくりに有効。（表 4.1） 

⑦ 国や関係団体等ならびに自治体との総合的な推進体制。 

・ 自治体にとって、エネルギーの面的利用や未利用エネルギーの活用は、専門性が高

く、具体の事業検討や調整に対応できるような人材も少ないのが実態。「自治体セミナ

ー」や「人材育成プログラム」を、国や関係団体等が協力して、自治体の参加の機会を

さらに増やしていくことが必要。また、「国と自治体関係者による意見交換会」も期待。

このような機会を通じて、広報普及が期待できるとともに、エネルギーの面的利用や未

利用エネルギー活用に関する制度的な解釈・取り扱いなど、国の関係サイドと自治体

担当者との共通の理解が図る。 

 

表 4.2 今日的なエネルギーの面的利用システム（事業）の役割と期待 

関係者 省ｴﾈ効果 環境効果 防災･減災効果 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ効果 生活環境向上 

効果 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

機会拡大 

①建物ﾕｰｻﾞｰ

(ﾃﾅﾝﾄ等) 

･ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ削

減 

･非常時の業務

停止 ﾘｽ ｸの 低

減 

 ･快適･安全な生

活環境享受 

 需要ｻｲﾄﾞ 

②建物ｵｰﾅｰ ･ｴﾈﾙｷﾞｰ管理省

力化によるｺｽﾄ

低減 

･不動産価値の

向上 

･ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の

高度化促進 

･機械室の削減 

･建築自由度の

向上 

 

③ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰ

ﾋﾞｽ事業者 

    ･新規ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝ

ｽ(地域 ESCO､

地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ)

供給ｻｲﾄﾞ 

④ｴﾈﾙｷﾞｰ 

会社 

･ﾋﾟｰｸｶｯﾄ効果 

 

 

 

 

･CO2 削減(将来

的な事業ﾘｽｸの

低減) 

 ･地域ﾚﾍﾞﾙでの

省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進

  

⑤行政･社会 ･化石燃料使用

削減 

･再生可能ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ(未利用ｴﾈ

等)の利用促進 

･大気汚染防止､

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ抑制

･CO2 削減(民生

部門の有効な

対策) 

･地域防災性能

の向上 

･地域ｺﾐｭﾆﾃｨの

推進 

･街並み､景観の

向上 

･都市間競争力

の向上 

･雇用促進 行政・ 

社会 

⑥金融機関、

市場 

 ･CO2排出権取引 ･不動産価値の

向上 

  ･新規環境商品･

ﾋﾞｼﾞﾈｽの機会 
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参考資料１． 関連支援制度 

 

補助事業一覧 

所管 事業名称 調査計画段階

で利用可能 

事業実施段階

で利用可能 

(1)新ｴﾈﾙｷﾞｰ等事業者支援対策事業  ○ 

(2)先導的負荷平準化機器導入普及ﾓﾃﾞﾙ事業  ○ 

(3)天然ｶﾞｽ型ｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用導入ﾓﾃﾞﾙ事業  ○ 

(4)環境対応型高効率ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ導入事業  ○ 

(5)地域新ｴﾈﾙｷﾞｰ･省ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞｮﾝ策定等事業 ○  

1.経済産業省 

(6)ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化事業者支援事業  ○ 

(1)新世代下水道支援事業  ○ 

(2)先導的都市環境形成促進事業 ○ ○ 

(3)ｴｺまちﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業  ○ 

2.国土交通省 

(4)住宅･建築物｢省 CO2 推進ﾓﾃﾞﾙ事業｣  ○ 

(1)街区まるごと CO2２０％削減事業  ○ 

(2)ｸｰﾙｼﾃｨ中核街区ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業  ○ 

(3)再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ高度導入ﾓﾃﾞﾙ事業  ○ 

(4)低炭素地域づくり面的対策推進事業 ○  

3.環境省 

(5)業務部門対策技術率先導入補助事業  ○ 

 
 

税制上の優遇措置一覧 

所管 事業名称 調査計画段階

で利用可能 

事業実施段階

で利用可能 

(1)工事費負担金等の圧縮記帳  ○ 

(2)固定資産税の課税標準の特例  ○ 

1.経済産業省 

(3)事業所税の非課税  ○ 

 
 

政府金融制度一覧 

所管 事業名称 調査計画段階

で利用可能 

事業実施段階

で利用可能 

(1)日本政府投資銀行の融資制度  ○ 1.経済産業省 

(2)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団の融資(利子補給)制度  ○ 

 
 

その他支援措置 
所管 事業名称 調査計画段階

で利用可能 

事業実施段階

で利用可能 

1.国土交通省 (1)容積率の緩和（建築基準法）  ○ 
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補助制度 

１．経済産業省所管 

（１）新エネルギー事業者支援事業 

事業名称 新エネルギー等事業者支援対策事業 

事業概要 先進的な新エネルギー等導入事業を行う事業者に対して、当該事業に必要な費用

の一部を補助する。バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造、中

小水力発電（1千kW以下）、地熱発電（バイナリーサイクル発電方式に限る。）の新

エネルギー導入事業が対象となる。 

補助対象事業者 主務大臣の認定を受けた「利用計画」に基づいて行われる、バイオマス発電、バイ

オマス熱利用、バイオマス燃料製造、中小水力発電（1 千 kW 以下）、地熱発電（バ

イナリーサイクル発電方式に限る。）の新エネルギー導入事業を行おうとする民間

企業等。先進的な新エネルギー設備であって、公募要領に示した規模要件等を満

たす設備を導入する事業が補助の対象となる。 

補助事業の内容 補助対象経費の 1／3 以内 

事業期間 原則として最大４年間 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁新エネルギー対策課 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）エネルギー対策推

進部 

 

（２）先導的負荷平準化機器導入普及ﾓﾃﾞﾙ事業 

事業名称 先導的負荷平準化機器導入普及ﾓﾃﾞﾙ事業 

事業概要 新設又は既設の工場・事業所における電力負荷平準化設備であって、高い負荷平

準化効果が見込まれる需要側設備を導入するモデル事業に、その経費の一部を

補助する。 

補助対象事業者 全業種を対象とする。申請者は、原則として設備を設置・所有する事業者。ただし、

ＥＳＣＯ事業の場合は設備設置事業者とＥＳＣＯ事業者の共同申請、リース等を利

用する場合は設置事業者とリース事業者等の共同申請とする。また、建築物の所

有者が複数の場合は、所有者全員の共同申請とする。 

補助事業の内容 補助対象経費の 1／3 以内 

事業期間 原則単年度事業 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁電力基盤整備課､（財）ヒートポンプ・蓄熱センター 

 
（３）天然ｶﾞｽ型ｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用導入ﾓﾃﾞﾙ事業 

事業名称 天然ｶﾞｽ型ｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用導入ﾓﾃﾞﾙ事業 

事業概要 天然ガスコージェネレーションとその排熱利用率の向上が図れる熱の融通を組み

合わせた省エネルギー効果、ＣＯ２削減効果の高い天然ガス型エネルギー面的利

用システムを建築物に導入するモデル事業に、その経費の一部を補助する。 

補助対象事業者 本システムを建築物に導入しようとする事業者（地方自治体を含む）｡ 

・建築物とはオフィスビル等の民生用建築物であﾘ､２以上の建築物間で熱の融通

が行われること。熱供給事業法による熱供給事業でないこと。 

補助事業の内容 補助対象経費の 1／3 以内 

事業期間 原則単年度事業 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁ガス市場整備課､有限会社中間法人都市ガス振興センター 
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（４）環境対応型高効率エネルギーシステム導入事業 

事業名称 環境対応型高効率エネルギーシステム導入事業 

事業概要 省エネ効果が高く、CO2 排出抑制効果のある高効率な石油エネルギーシステムで

ある石油コージェネレーションシステムのうち、特に排熱を有効活用する「環境対応

型高効率エネルギーシステム」を導入する事業に、その経費の一部を補助する。 

補助対象事業者 対象事業を行おうとする者のうち、交付要件に合致する者。 

補助事業の内容 補助対象経費の 1／5 以内、又は 1.5 億円のうち、いずれか低い額 

事業期間 原則単年度事業。事業規模が大きい場合等は２年も可能 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁石油精製備蓄課､石油連盟 

 

 

（５）地域新エネルギー･省エネルギービジョン策定等事業 

事業名称 地域新エネルギー･省エネルギービジョン策定等事業 

事業概要 地域レベルでの新エネルギーや省エネルギーの取り組みを円滑化するために、地

方公共団体等が当該区域における新エネルギーや省エネルギーの推進を図るた

めに必要となる「ビジョン」策定に要する費用や事業化フィージビリティスタディ調査

費用の補助を行う。 

①地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定調査 

②重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 

③事業化フィージビリティスタディ調査 

補助対象事業者 ①地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定調査 

  地方公共団体又は地歩公共団体の出資に係る法人 

②重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 

  地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人 

③事業化フィージビリティスタディ調査 

  当該事業を実施する者 

補助事業の内容 定額 

事業期間 単年度事業 

担当・相談窓口 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構エネルギー対策推進部 

 

 

（６）エネルギー使用合理化事業者支援事業 

事業名称 エネルギー使用合理化事業者支援事業 

事業概要 事業者が計画した総合的な省エネへの取り組みであって、省エネルギー効果が高

く、費用対効果が妥当と認められるものに係る設備導入費等について補助を行う。

補助対象事業者 全業種を対象とする。ただし、ＥＳＣＯ事業者（シェアードセイビングス）及びリース

事業者等が申請する場合は、設備設置事業者との共同申請とする。 

補助事業の内容 ①事業者単独事業：補助率 1/3 以内、上限５億円/件・年度 

②複数事業者連携事業：補助率 1/2 以内、上限１５億円/件・年度 

事業期間 原則単年度事業。ただし、事業規模が大きく１年での実施が困難な事業であって、

必要と認める場合は、２年度にわたる事業とすることができる。 

担当・相談窓口 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構省エネルギー技術開発部 
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２．国土交通省所管 

 

（１）新世代下水道支援事業 

事業名称 新世代下水道支援事業（リサイクル推進事業未利用エネルギー活用型） 

事業概要 下水及び下水処理水の熱及び下水汚泥とその他のバイオマスを有効利用し、環

境への負荷削減、省エネルギー等を図る。 

補助対象事業者 公共下水道管理者、流域下水道管理者 

補助事業の内容 熱利用に必要な施設のうち、下水又は下水処理水の流れる施設（熱交換施設、送

水施設、ポンプ施設）及びその付帯施設 

担当・相談窓口 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課 

 

 

（２）先導的都市環境形成促進事業 

事業名称 先導的都市環境形成促進事業 

事業概要 集約型都市構造の実現に資する拠点的市街地等において、地区・街区レベルにお

ける先導的な環境負荷削減対策を強力に推進するため、エネルギーの面的利用

の促進、民有地等を活用した緑化の推進、都市交通施策の推進に向けた支援制

度の拡充を図るとともに、計画策定、コーディネート及び社会実験・実証実験等に

対する新たな支援措置。 

補助事業の内容 

補助対象事業者 

①計画策定費補助 

 ・先導的都市環境形成計画の策定に要する経費に対する補助 

   事業主体：地方公共団体    補助率：１／２ 

②コーディネート事業費補助 

 ・都市環境対策の実施に向けて関係者の合意形成を図るために必要な調査検 

  討等に要する経費に対する補助 

   事業主体：地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構 

   補助率：地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 １／２ 

        民間事業者 １／３（間接補助） 

③社会実験・実証実験等実施費補助〈5 年間の限定措置（～24 年度）〉 

 ・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会実験、実証実験、ソフト活動等に

  要する経費に対する補助 

   事業主体：地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構 

   補助率：地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 １／２ 

        民間事業者 １／３（間接補助） 

担当・相談窓口 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 
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（３）エコまちネットワーク整備事業 

事業名称 エコまちネットワーク整備事業 

事業概要 多くの都市開発が予想される都市再生緊急整備地域において、都市開発と一体

的に環境負荷の削減対策を行うことにより、効果的・効率的に都市環境の改善を

図る事業。 

補助対象事業者 地方公共団体、都市再生機構、民間事業者（間接補助） 

補助事業の内容 ①都市環境負荷削減プログラム策定に要する費用：補助対象経費の 1／3 以内 

②都市環境負荷削減プログラムに位置づけられた施設の整備費用：1／3 以内 

 ・複数の熱供給プラントを連結させるための熱導管、熱交換器、付帯施設 

 ・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器、付帯施設 

＊H20 年度より、エネルギー面的利用の更なる推進を図るべく、事業実施地区に

「先導的都市環境形成計画」策定地区を追加するとともに、都市計画に位置づけら

れた地域冷暖房施設を補助対象施設に追加。 

担当・相談窓口 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課、街路課 

 

 

（４）住宅･建築物｢省 CO2 推進モデル事業｣ 

事業名称 住宅･建築物｢省 CO2 推進ﾓﾃﾞﾙ事業｣ 

事業概要 住宅・建築物における省CO2対策を強力に推進するため、先進的かつ効果的な省

CO2 技術が導入された先導的な住宅・建築プロジェクトを推進する民間事業者等

に対する助成制度。 

補助対象事業者 民間事業者等で、公募により選定された者。 

補助事業の内容 次の全ての要件に該当し、CO2 削減に寄与するモデル事業として効果が大きいも

のと判断された住宅・建築プロジェクト。補助対象経費の 1／2 以内。 

 ・材料、設備、設計、運用システム等において、CO2 削減に寄与する先導的な技

  術が導入されている。 

 ・新築される住宅・建築物について、省エネ基準に適合している。 

補助対象経費の 1／2 以内 

担当・相談窓口 国土交通省住宅局市街地建築課 

 



43 

３．環境省所管 

 

（１）街区まるごと CO2２０％削減事業 

事業名称 街区まるごと CO2２０％削減事業 

事業概要 大規模宅地開発の機会を捉えて、大幅な CO2 削減が見込まれる対策を街区全体

で導入し省 CO2 化する面的対策を行い、「省 CO2 削減の街」を実現する新たな宅

地開発モデルを構築する。 

補助対象事業者 民間事業者 

補助事業の内容 補助対象経費の 1／2 

担当・相談窓口 環境省地球環境局地球温暖化対策課、水・大気環境局大気生活環境室、 

水・大気環境局地下水・地盤環境室 

 

 

（２）クールシティ中核街区パイロット事業 

事業名称 クールシティ中核街区パイロット事業 

事業概要 ヒートアイランド現象の顕著な街区に対して、CO2 削減効果を兼ね備えた施設緑化

や保水性建材、高反射性塗装、地中熱ヒートポンプなど複数のヒートアイランド技

術を組み合わせて一体的に実施することで、ヒートアイランド現象の緩和を図るパ

イロット事業を実施する。 

補助対象事業者 民間事業者 

補助事業の内容 補助対象経費の 1／2 

担当・相談窓口 環境省地球環境局地球温暖化対策課、水・大気環境局大気生活環境室、 

水・大気環境局地下水・地盤環境室 

 
 

（３）再生可能エネルギー高度導入モデル事業 

事業名称 再生可能エネルギー高度導入モデル事業 

事業概要 地域の特色ある再生可能エネルギー資源を効率的に利用する地域の取り組み

や、地域における住宅・店舗・オフィス等における再生可能エネルギーの大量導入

を図るモデル地域を提示する。 

補助事業の内容 

補助対象事業者 

①再生可能エネルギー高度導入モデル事業 

  地域計画に基づき複数の再生可能エネルギーを地域特性に沿って組み合わせ

 て導入し、地域で高度な CO2 削減を達成するモデルを構築する。 

  ・補助対象：民間事業者 

  ・補助率：1/2 

②再生可能エネルギー導入住宅地域支援事業 

  新築住宅への再生可能エネルギー利用設備の導入を促進するなどの地域に 

 おける先進的な自治体の取組みに対して、必要な設備整備費への支援を行う。 

  ・補助対象：地方自治体 

  ・補助率：1/2 

担当・相談窓口 環境省地球環境局地球温暖化対策課 
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（４）低炭素地域づくり面的対策推進事業 

事業名称 低炭素地域づくり面的対策推進事業 

事業概要 ２１世紀環境立国戦略の実現に向けて、緑地の保全や風の道の確保、公共交通

の利用促進、未利用エネルギーの活用等、面的な対策群の実施により、都市構造

に影響を与え、環境負荷の小さい地域づくりを実現する各種の取り組みに向けた、

具体的な目標設定や計画策定、そのための調査などを支援する。 

補助事業の内容 

補助対象事業者 

地球温暖化対策地域協議会を組織し、CO2 削減等に係る目標の設定や CO2 削減

計画策定、そのために必要な調査やシミュレーションを支援する。 

  ・事業計画  平成 19～23 年度の５年間 

  ・計画策定支援（委託） 計画策定・シミュレーション事業 20 百万円×20 箇所 

担当・相談窓口 環境省総合環境政策局環境計画課 

 
（５）業務部門対策技術率先導入補助事業 

事業名称 業務部門対策技術率先導入補助事業 

事業概要 業務部門に関する実効性かつ即効性のある対策を推進するために、業務部門に

おける二酸化炭素排出量の大幅な削減を実現する対策モデルを構築するため

に、省エネ・新エネ設備の効果的な導入を実現する費用に一部に対して補助す

る。また、先進的かつ先導的な温暖化対策を率先して導入する業務施設について

も、必要な費用の一部を補助する。 

補助事業の内容 

補助対象事業者 

①地方自治体が、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき策定した実行計

画に従い、新エネ・省エネ設備導入を行う事業に対して支援する。 

  ・補助先 ： 地方公共団体 

  ・補助率 ： １／２ 

②民間事業者のうち、公共・公益サービス事業主体及び省エネ法の対象とならな

い中小規模の業務施設に対して、自主行動計画が策定されている業種において

は、業界の目標値より高い二酸化炭素排出削減目標を達成するために、先進的な

新エネ・省エネ設備導入を行う事業に対して支援する。また、自主行動計画が未策

定の業種においては、独自のＣＯ２削減計画等を策定し、それに従った設備整備を

行う事業に対して支援する。 

  ・補助先 ： 民間事業者 

  ・補助率 ： １／２ 
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税制上の優遇措置 

（１）工事費負担金等の圧縮記帳 

優遇措置の名称 工事費負担金等の圧縮記帳 

優遇措置の概要 熱供給施設に係わる工事費負担金の圧縮記帳を認める。（法人税法第４５条） 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課熱供給産業室 

 

（２）固定資産税の課税標準の特例 

優遇措置の名称 固定資産税の課税標準の特例 

優遇措置の概要 熱供給事業者が新設した法令で定められている対象設備に課する固定資産税の

課税標準の特例。（地方税法第３４９条の３第１７項） 

５年間は当該償却資産の価値の 1/3 の価値とし、その後の５年間は 2/3 の額とす

ることが認められている。 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課熱供給産業室 

 
（３）事業所税の非課税 

優遇措置の名称 事業所税の非課税 

優遇措置の概要 指定都市等における事業税について、熱供給事業の用に供する施設の非課税処

置。（地方税法第７０１条の３４第３項第１５号、同法施行令第５６条の３１） 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課熱供給産業室 

 

政府金融制度 

（１）日本政府投資銀行の融資制度 

制度の名称 日本政府投資銀行の融資制度 

制度の概要 地域社会基盤整備事業の一環として熱供給施設の整備費に対する低利融資制度。

・熱供給事業法に基づく地域冷暖房施設  政策金利 Ⅰ、融資比率 ４０％ 

・未利用エネルギーを活用するもの     政策金利 Ⅱ、融資比率 ４０％ 

担当・相談窓口 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課熱供給産業室 

 

（２）新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団の融資(利子補給)制度 

制度の名称 新エネルギー財団の融資(利子補給)制度 

制度の概要 地域エネルギー開発利用事業普及促進融資にもとづく利子補給 

・融資対象者 地方公共団体、第三セクター、民間事業者等 

・融資対象事業 廃熱利用、温度差/雪氷熱利用、廃棄物/ﾊﾞｲｵﾏｽ利用事業等 

担当・相談窓口 （財）新エネルギー財団 

 
その他支援措置 

（１）容積率の緩和 
制度の名称 容積率の緩和（建築基準法第５２条第１０項第１号） 

制度の概要 地域冷暖房施設の用に供する建築物の部分のうち、次の要件を満たす部分の床

面積相当分に対して容積率の緩和が可能。その限度が基準容積率の１．２５倍。 

・当該施設の本来の用に供する部分（管理用事務室等人が常駐する部分及びこれ

に付属する部分を除く） 

・壁等によって建築物の他の部分から独立した区画をなす部分。 

 



46 

 

名称 郵便番号 所在地 

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 

政策課熱供給産業室 
100-8931 千代田区霞が関 1-3-1 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー対策課 
100-8931 千代田区霞が関 1-3-1 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー対策課 
100-8931 千代田区霞が関 1-3-1 

原子力安全・保安院 

ガス安全課 
100-8986 千代田区霞が関 1-3-1 

北海道経済産業局資源エネルギー環境部 

資源エネルギー環境課 
060-0808

札幌市北区北 8 条西 2-1-1 

札幌第 1 合同庁舎内 

東北経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー課 
980-8403

仙台市青葉区本町 3-3-1 

仙台合同庁舎内 

関東経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー対策課 
330-9715

さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎 1 号館 8 階 

中部経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー対策課 
460-8510 名古屋市中区三の丸 2-5-2 

中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 

電力・ガス事業課 
930-0091 富山市愛宕町 1-2-26 

近畿経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー対策課 
540-8535

大阪市中央区大手前 1-5-44 

大阪合同庁舎 1 号館 5 階 

中国経済産業局資源エネルギー環境部 

資源エネルギー環境課 
730-8531

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎 2 号館内 

四国経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー対策課 
760-8512

高松市サンポート 3-33 

高松サンポート合同庁舎 5 階 

九州経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー対策課 
812-8546

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

福岡合同庁舎内 

内閣府沖縄総合事務局経済産業部 

電力・ガス事業課 
900-8530 那覇市前島 2-21-7 

国土交通省都市・地域整備局 

市街地整備課 
100-8918 千代田区霞が関 2-1-3 

国土交通省都市・地域整備局 

街路課 
100-8918 千代田区霞が関 2-1-3 

環境省地球環境局 

地球温暖化対策課 
100-8975

千代田区霞が関 1-2-2 

中央合同庁舎 5 号館 

(独)新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 212-8554 川崎市幸区大宮町 1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎ｾﾝﾄﾗｽﾀﾜｰ 

日本政策投資銀行（都市開発部） 100-0004 千代田区大手町 1-9-1 

（財）省エネルギーセンター 104-0032 中央区八丁堀 3-19—9 ジオ八丁堀 

（財）新エネルギー財団（事務局） 102-8555 千代田区紀尾井町 3-6 秀和紀尾井町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 6 階

（社）都市環境エネルギー協会 104-0031
中央区京橋 2-5-21 

京橋ＮＳビル 6 階 

（社）日本熱供給事業協会 105-0003
港区西新橋 1-6-15 

西新橋愛光ビル 9 階 

参考資料２． 相談窓口 
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電話番号 ホームページアドレス 取扱事項 

０３－３５１０－１５１１ 

０３－３５０１－３５４７（直通） 
http://www.meti.go.jp 熱供給事業・ｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用利用全般 

０３－３５０１－１５１１ 

０３－３５０１－９７２６（直通） 
http://www.meti.go.jp 省エネルギー施策全般 

０３－３５０１－１５１１ 

０３－３５０１－４０３１（直通） 
http://www.meti.go.jp 

新エネルギー・未利用エネルギー施策全

般 

０３－３５０１－１５１１ 

０３－３５０１－４０３２（直通） 
http://www.nisa.meti.go.jp/ 高圧ガス等取り扱い 

０１１－７０９－２３１１ 

０１１－７０９－２７０２（直通） 
http://www.hkd.meti.go.jp/ 北海道管内の省エネ・新エネ施策全般 

０２２－２６３－１１１１ 

０２２－２６３－１２０７（直通） 
http://www.tohoku.meti.go.jp/ 東北管内の省エネ・新エネ施策全般 

０４８－６０１－１２００ 

０４８－６００－０３６０（直通） 
http://www.kanto.meti.go.jp/ 関東管内の省エネ・新エネ施策全般 

０５２－９５１－２７９２（直通） http://www.chubu.meti.go.jp/ 
中部管内の省エネ・新エネ施策全般 

 

０７６－４３２－５５８８ 

０７６－４３２－５５８９（直通） 
http://www.chubu.meti.go.jp/ 北陸地域の省エネ・新エネ施策全般 

０６－６９６６－６０００ 

０６－６９６６－６０４３（直通） 
http://www.kansai.meti.go.jp/ 近畿管内の省エネ・新エネ施策全般 

０８２－２２４－５７１３（直通） http://www.chugoku.meti.go.jp/ 
中国管内の省エネ・新エネ施策全般 

 

０８７－８１１－８９００ 

０８７－８１１－８５３５（直通） 
http://www.shikoku.meti.go.jp/ 四国管内の省エネ・新エネ施策全般 

０９２－４８２－５５１３（直通） http://www.kyushu.meti.go.jp/ 
九州管内の省エネ・新エネ施策全般 

 

０９８－８６６－００３１ 

０９８－８６２－１４５５（直通） 
http://ogb.go.jp/move 沖縄管内の省エネ・新エネ施策全般 

０３－５２５３－８１１１ 

０３－５２５３－８４１３（直通） 
http://www.mlit.go.jp/ エコ・まちネットワーク整備他 

０３－５２５３－８１１１ 

０３－５２５３－８４１５（直通） 
http://www.mlit.go.jp 道路占用関連 

０３－３５８１－３３５１ 

０３－５５２１－８３３９（直通） 
http://www.env.go.jp 地球温暖化対策関連施策全般 

０４４－５２０－５１００ http://www.nedo.go.jp/ 省エネ・新エネ等関連情報･支援制度 

０３－３２４４－１７０１（直通） http://www.dbj.go.jp 税制上の優遇措置、政府金融制度 

０３－５５４３－３０１１ http://www.eccj.or.jp/ 省ｴﾈﾙｷﾞｰに関する関連情報、支援制度 

０３－５２７５－９８２１ http://www.nef.or.jp/ 新ｴﾈﾙｷﾞｰに関する関連情報、支援制度 

０３－５５２４－１１９６ http://www.dhcjp.or.jp/ 
ｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用や未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ活用

技術･方策等に関する関連情報 

０３－３５９２－０８５２ http://www.jdhc.or.jp/ 
熱供給事業やｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用事業等に

関する関連情報 
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